
埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 公益財団法人埼玉県産業振興公社（以下「公社」という。）は、コロナ禍において

も県内企業が安心・安全に海外販路を拡大できるよう、海外ＥＣサイトを有効活用して販

路開拓に取り組む県内中小企業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、この要綱に定めるところによる。 

  

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、以下のいずれかに該当するものとする。 

（１） 埼玉県内に本社又は主要な事業所を有する中小企業者（中小企業基本法（昭和３８

年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者及び小規模企業者） 

（２） 埼玉県内の企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、又は法人格

を有しない団体であって公社が特に適当と認める団体  

 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助対象者が実施

する、次の各号に掲げる要件を全て満たした取組とする。 

（１） 海外の消費者への新たな販路の開拓又は販路の拡大に向けて、海外が仕向地である

物販用ＥＣサイトに出店すること。 

（２） 販売に適した商品・サービスの開発・改善、販売方法の工夫・改善、市場調査や助

言の活用など、販売促進に向けた新たな取組を行うこと。 

（３） 一過性ではなく、将来にわたる継続的な海外ビジネス展開につながる取組であるこ

と。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、別表１のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる経費は除く。 

（１） 本事業の交付決定以前に着手した取組に要した経費 

（２） 国又は埼玉県の他の補助制度の交付対象と重なる経費 

（３） 機械又は備品購入費 

（４） 送料・為替手数料・販売手数料 

（５） 消費税 

 

（補助率等） 

第５条 補助率は、補助対象経費の２分の１以内とし、上限額を５０万円とする。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１号によ

る補助金交付申請書及び別に定める必要書類を公社に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付申請書の提出期限は、公社理事長が別に定める。 



（交付決定） 

第７条 公社理事長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対して、速やかに様式第

２号による交付決定通知書を交付するものとする。 

 

（計画の変更） 

第８条 補助金の交付決定を受けた補助対象者（以下、「補助事業者」という。）は、交付決

定の対象となった補助事業の内容に変更が生じたときは、様式第３号による事業計画変

更承認申請書を公社理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 公社理事長は、前項の規定による変更申請があったときは内容を審査し、適当と認めら

れたときは、様式第４号による事業計画変更承認書を補助事業者に通知する。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、あらかじめ様式第５号によ

る事業中止（廃止）承認申請書を公社理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１） 補助事業を中止しようとする場合 

（２） 補助事業を廃止しようとする場合 

２ 公社理事長は、前項の規定による事業中止（廃止）申請があったときは内容を審査し、

適当と認めるときは、様式第６号による事業中止（廃止）承認書を補助事業者に通知する。 

 

（交付決定の取消） 

第１０条 公社理事長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、様式第

７号による交付決定取消通知書を補助事業者に通知し、補助金の交付決定を取り消すこ

とができる。 

（１） 虚偽の申請又は報告を行った場合 

（２） その他、この要綱の規定に違反した場合 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第８号による実績報告書に必要

書類を添付して、公社理事長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（補助事業等の中止・廃止

の承認を受けた時を含む。）した日から３０日以内又は当該年度の２月末日のいずれか早

い日までとする。 

 

（補助金額の確定） 

第１２条 公社理事長は、前条により提出された書類を審査し、申請内容が適正であると認

めた場合は、予算の範囲内において補助金の額を確定し、様式第９号による補助金の額の

確定通知書を補助事業者に交付する。 

 

 

 



（補助金の支払い）  

第１３条 補助金の支払いを受けようとする補助事業者は、前条の通知を受領した日から

起算して５日以内に、様式第１０号による補助金交付請求書を公社理事長に提出しなけ

ればならない。 

 

（調査の受諾） 

第１４条 補助事業の適正を期すために、補助事業者は、補助事業終了後５年間は補助事業

の実施結果に関する調査に応じることを受諾するものとする。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関して必要な事項は別に定める。 

 

附  則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（補助対象経費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

項 目 備 考 

海外サイトへの出店に当たり新たに必要

となる費用 

（１）コンサルティング費 

（２）商品改良費 

（３）外国語版ホームページ作成費 

（４）海外ＥＣサイト出店経費 

（５）マーケティング・広報費 

（６）その他事業の実施に必要と認められる

経費 

 

 

「（５）マーケティング・広報費」は、

（１）～（４）のいずれかと併せて実施す

るものであること。 

 

「（６）その他事業の実施に必要と認められ

る経費」については、事前に対象経費に該当

するかを公社に確認すること。 

 

 



様式第１号  

 

埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助金交付申請書 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先） 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長  

 

所 在 地 

名    称 

代 表 者  職氏名                      印 

 

 

埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助金については、同要綱第６条の規定によ

り、下記のとおり申請します。 

 

記 

  

 

 

１ 交付申請額  金       円 

 

２ 添付書類 

（１）海外ＥＣ活用支援事業計画書 

（２）定款またはこれに準じるもの 

（３）直近の決算書 

（４）会社案内またはこれに準じるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 



海外ＥＣ活用支援事業計画書 

１  申請者の概要 

企業名（団体名）  

所在地 
 

代表者職・氏名 
 

主要製品 

 

 

 

海外展開の取組状況 

 

担当者 

及び連絡先 

職・氏名： 

電話番号： 

E-メール： 

ホームページＵＲＬ  

 

２ 事業計画等の概要 

（１）事業目的 

① 海外ＥＣサイト出店の目的 

 

 

 

② 出店する国・地域（                       ） 

出店したい海外ＥＣサイト名（                    ） 

 

③ ②を選定した理由 

 

 

④ 海外ＥＣサイト出店に当たり、補助を活用して解決したい課題 

(例：現地ニーズに合った商品開発、市場調査、広報の強化など） 

 

 

 

 

 

 



（２）補助を活用して取り組む内容 

取組内容： 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画及び目標（海外売上金額や販売件数、海外販売比率など） 

1 年目： 

 

 

2 年目： 

 

 

3 年目： 

 

 

（３）海外ＥＣサイトに出品する製品 

※複数ある場合は適宜行を追加して記入してください。 

製品名：                （ＪＡＮコード：           ） 

 

概要： 

 

 

 

 

特長（強み）： 

 

 

 

市場性： 

 

 

（４）海外展開の推進体制 

担当人員： 

 

 

組織体制： 

 

 

 



（５）補助金の活用で見込まれる効果 

（例：商品開発ノウハウの習得、テストマーケティング、広報の強化など、具体的に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記事項 

（初の海外進出、他社にない画期的な取組などアピールできることがあれば記入） 

 

 

 

 

 

 



３ 経費内訳 

（単位：円） 

支出科目 

(経費区分) 

補助事業に要する経費

（消費税除く） 
積算明細 

（１）コンサルティング費 

 

  

（２）商品改良費 

 

  

（３）外国語版ホームページ

作成費 

 

  

（４）海外ＥＣ出店経費 

 

 

  

（５）マーケティング・広報費 

 

 

 

 

 

（６）その他経費 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

 

 

 

 

 

 

  

合    計   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

 

埼産振第     号 

令和  年  月  日 

 

 

令和 年度埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助金交付決定通知書 
 

 

様 

 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助

金については、同補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり交付することに決定

したので通知します。 

  

 

 

 

１ 交付金額  金       円 

２ 支払方法  精算払い 

３ 条  件 

（１） 補助事業が当該年度２月末までに完了する見込みがなくなったとき又はその遂

行が困難となったときは、すみやかに書面によりその旨を理事長に報告して、そ

の指示を受けること。 

（２） 補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付の決定の内容又は条件その他

法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無に関わらず補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

（３） 埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助金交付要綱を遵守すること。 

 

 



様式第３号 

 

事業計画変更承認申請書 

 

令和  年  月  日 

（あて先） 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長  

 

所 在 地 

名    称 

代 表 者                           印 

 

 

令和  年  月  日付け埼産振第   号により補助金の交付決定を受けた埼玉県

産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業については、下記のとおり変更したいので、同要綱第

８条の規定により承認を申請します。 

 

記 

 

１．変更内容 

 

 

 

２．変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

埼産振第     号 

令和  年  月  日 

 

事業計画変更承認書 

 

 

様 

 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長  

   

 

令和  年  月  日付けで変更申請のあった埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業

補助金に係る補助事業の内容の変更ついては、同補助金交付要綱第８条の規定により、申

請のとおり変更を承認します。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

 

事業中止（廃止）承認申請書 

 

令和  年  月  日 

（あて先） 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長 

 

所 在 地 

名    称 

代 表 者                           印 

 

 

令和  年  月  日付け埼産振第   号により補助金の交付決定を受けた埼玉県

産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業については、下記のとおり中止（廃止）したいので、

同要綱第９条の規定により承認を申請します。 

 

記 

 

１．中止（廃止）理由 

 

 

 

２．今後の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号 

 

埼産振第     号 

令和  年  月  日 

 

事業中止（廃止）承認書 

 

 

様 

 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長  

   

 

令和  年  月  日付けで中止（廃止）申請のあった埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用

支援事業補助金に係る補助事業については、同補助金交付要綱第９条の規定により、申請

のとおり中止（廃止）を承認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 

 

埼産振第     号 

令和  年  月  日 

 

交付決定取消通知書 

 

 

様 

 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長  

   

 

令和  年  月  日付け埼産振第   号により補助金の交付決定をした埼玉県産

業振興公社海外ＥＣ活用支援事業については下記の理由のとおり、同要綱第１０条の規定

により交付決定を取り消したので通知します。 

 

記 

 

交付決定取消事由 

 

 

 

 

 

 



様式第８号 

 

令和 年度埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助金実績報告書 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先） 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長 

 

 

所 在 地 

名    称 

代 表 者                           印 

 

 

令和  年  月  日付け埼産振第   号により補助金の交付決定を受けた埼玉県

産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業が完了したので、同要綱第１１条の規定により、関係

書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

事業内容  

補助事業に要した経費                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

補助事業結果報告書 

１ 補助事業の経過 

 

 (1) 補助事業の担当者 

   氏名 

   職名 

   所属 

 

 (2) 補助事業の期間 

   開始 令和  年  月  日 

   終了 令和  年  月  日 

 

(3) 補助事業の実績（海外売上金額や販売件数、海外売上比率など） 

 

 

 

 

２ 補助事業の成果 

 (1) 補助事業の成果 

 

 

 

 

 (2) 今後の課題 

 

  



別紙２ 

１  支 払 明 細 表 

（単位：円） 

支出科目 

(経費区分) 

補助事業に要した経費 

(消費税除く) 
積算明細 

（１）コンサルティング費 

 

  

（２）商品改良費 

 

 

  

（３）外国語版ホームペー

ジ作成費 

  

（４）海外ＥＣ出店経費   

（５）マーケティング・ 

広報費 

 

  

（６）その他経費 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

 

  

合 計   

 

 

２  添付書類 

・事業に要した経費の支出を証する書類の写し 



様式第９号 

                            埼産振第      号 

令和  年  月  日 

 

令和 年度埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助金の額の確定通知書 

 

 

様 

 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長 

 

  

 令和  年   月   日付けで提出のあった埼玉県産業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補

助金実績報告書を検査した結果、下記のとおり補助金の額を確定したので、同要綱第１２

条の規定により通知します。 

     

記 

 

補助金交付確定額    

減額理由 

(減額した場合のみ) 

 

 

 

 



様式第１０号 

 

補助金交付請求書 

 

 

金           円也 

 

 

 令和  年  月  日付け埼産振第   号により補助金額の確定を受けた埼玉県産

業振興公社海外ＥＣ活用支援事業補助金について、上記のとおり請求します。 

 

 

                         令和  年  月  日 

 

（あて先） 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

理事長  

 

 

所在地 

名  称 

代表者              印 

 

 

   （振込先） 

金融機関  

口座種別  

口座番号  

ふりがな 

口座名義 
 

          

 

 

 


